
漏水時の水道料金減免イメージ

例）20mmのメーターを使用していて、8月に修繕を行った場合
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減免額 -3,465

※申請により半分になるのは「漏水により超過した推定水量」となります。

※水道料金の算定方法については水道料金のページを参照ください。

7,590

※こちらの例では6月も水量が増えており、この期間に漏

水が発生している可能性もありますが、減免できる期間

は水量が最も多い１検針期間のみとなります。
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超過料金

（使用水量による料金）

11～30㎥まで
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請求額

11,055

1～10㎥まで

使用者負担の水量

20+15＝35㎥

直近3か月の平均

減免する水量（漏水分の半分）

（50－20）÷2＝15

(15+15+30)÷3＝20㎥

メーター使用料基本料金
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15㎥

20㎥

（15㎥） ←


